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タイトル 

「令和 8 年度三木市手話奉仕員養成講座」を開催 

～ 手話を学んでみませんか？ ～ 

本件のポイント 

・手話に興味がある方、手話は初めてという方に学んでいただけます 

・聴覚障がいや手話について学びながら、聴覚障がいのある方と楽しく会話で

きることをめざします 

説明文 

 三木市は平成 27 年に「三木市共に生きる手話言語条例」を制定し、手話と聴

覚障がい者への理解促進を図るため、令和 8 年度も「三木市手話奉仕員養成講

座」を全 40 回で開催いたします。 

1 日  時 令和 8年 5月 9日（土）～ 令和 9年 2月 27日（土） 

         午後 1時 30分～3時 30分 

2 場  所 三木市立市民活動センター・三木市立中央公民館他 
3 対 象 者 手話を初めて学ぶ方 

（応募多数の場合は三木市在住・在勤の方を優先します） 
4 受 講 料 無料（テキスト代と送料を別途徴収します） 
5 申込方法 ＴＥＬ，ＦＡＸ，メール等で必要事項（①手話奉仕員養成講座受

講希望②郵便番号、住所、氏名（ふりがな）③連絡先）を記入

し、申し込んでください。 
6 定  員 20 名（申し込み多数の場合は抽選になります） 

7 申込期限 令和 8年 4月 17日（金）まで 

8 ホームページ https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/26/30605.html 

 

 
本案件は次の SDGs 目標に関連します。 

     

 


